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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
日
川
右
岸
地
区
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

甲
州
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
年
三
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
下
川
地
区
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

甲
州
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
年
三
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
七
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
一
宮
末
木
地
区
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二

十
八
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
山
中
湖
忍
野
富
士
吉
田
線

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年二

月
七
日

第
千
八
百
二
十
八
号

木　曜　日



三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

富
士
吉
田
市
大
字
下
吉
田
字
板
取
原
二
二
〇
二
番

旧

七
・
八
〜

五
〇
九
・
八

の
二
地
先
か
ら

二
二
・
四

富
士
吉
田
市
大
字
上
吉
田
字
鳥
居
下
三
七
七
六
番

地
先
ま
で

新

二
五
・
〇
〜

五
〇
九
・
八

三
三
・
五

山
梨
県
告
示
第
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
大
幡
初
狩
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
字
岩
名
二
五
二
七
番
の
一

旧

八
・
七
〜

三
五
・
三

地
先
か
ら

一
七
・
〇

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
字
岩
名
二
五
一
四
番
の
三

地
先
ま
で

新

一
四
・
四
〜

三
五
・
三

一
七
・
五

山
梨
県
告
示
第
四
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
字
北
畑
四
一
番
四

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
　
最
小
四
・
四
八
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
四
・
五
一
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｍ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ
│
Ｎ
ｕ
ｒ
ｓ
ｅ
ｒ
ｙ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
村
井
つ
か
さ

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
中
下
条
千
百
七
番
地
六

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
を
持
つ
未
就
学
の
子
ど
も
た
ち
、
心
に
傷
を
持
ち
学
校
生
活
に
な
じ
む
こ

と
の
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
、
ま
た
そ
の
保
護
者
を
対
象
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
心
身
と
も
に

健
や
か
に
育
ち
、
豊
か
な
人
間
形
成
と
健
全
な
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
事
業
を

中
心
に
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
社
会
に
お
け
る
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
福
祉

の
増
進
、
ま
た
豊
か
な
子
育
て
の
環
境
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第

四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
七
日

五
〇



等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

番
　
　
　
号

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

韮
崎
市
富
士
見

一
九
七
〇
九
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
入
平
成
十
九
年
十
二

ぱ
ー
と
な
ー

三
丁
目
一
一
番

二
一
一

浴
介
護

月
一
日

九
号

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

韮
崎
市
富
士
見

一
九
七
〇
九
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
九
年
十
二

ぱ
ー
と
な
ー

三
丁
目
一
一
番

二
一
一

月
一
日

九
号

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

甲
斐
市
玉
川
五

一
九
七
一
七
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
介
平
成
十
九
年
十
二

ー
シ
ョ
ン
風
見

三
三
番
地
二
コ

一
六
四

護

月
一
日

鶏

ー
ポ
桂
三
号

財
団
法
人
山
梨

甲
府
市
丸
の
内

一
九
一
〇
一
一
五

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
九
年
十
二

整
肢
更
正
会
中

一
丁
目
一
二
番

三
八
三

養
管
理
指
導
（
み
月
一
日

村
外
科
医
院

三
号

な
し
）

財
団
法
人
山
梨

甲
府
市
丸
の
内

一
九
一
〇
一
一
五

介
護
予
防
訪
問
リ
平
成
十
九
年
十
二

整
肢
更
正
会
中

一
丁
目
一
二
番

三
八
三

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
月
一
日

村
外
科
医
院

三
号

ン
（
み
な
し
）

財
団
法
人
山
梨

甲
府
市
丸
の
内

一
九
一
〇
一
一
五

介
護
予
防
訪
問
看
平
成
十
九
年
十
二

整
肢
更
正
会
中

一
丁
目
一
二
番

三
八
三

護
（
み
な
し
）

月
一
日

村
外
科
医
院

三
号

財
団
法
人
山
梨

甲
府
市
丸
の
内

一
九
一
〇
一
一
五

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

整
肢
更
正
会
中

一
丁
目
一
二
番

三
八
三

導
（
み
な
し
）

月
一
日

村
外
科
医
院

三
号

財
団
法
人
山
梨

甲
府
市
丸
の
内

一
九
一
〇
一
一
五

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
九
年
十
二

整
肢
更
正
会
中

一
丁
目
一
二
番

三
八
三

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
一
日

村
外
科
医
院

三
号

し
）

財
団
法
人
山
梨

甲
府
市
丸
の
内

一
九
一
〇
一
一
五

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
九
年
十
二

整
肢
更
正
会
中

一
丁
目
一
二
番

三
八
三

し
）

月
一
日

村
外
科
医
院

三
号

緑
の
村
岡
山
歯

南
都
留
郡
富
士

一
九
三
一
三
〇
〇

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
九
年
十
二

科
医
院

河
口
湖
町
富
士

五
一
九

養
管
理
指
導
（
み
月
一
日

ヶ
嶺
一
一
〇
九

な
し
）

番
地
五

緑
の
村
岡
山
歯

南
都
留
郡
富
士

一
九
三
一
三
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
リ
平
成
十
九
年
十
二

科
医
院

河
口
湖
町
富
士

五
一
九

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
月
一
日

ヶ
嶺
一
一
〇
九

ン
（
み
な
し
）

番
地
五

緑
の
村
岡
山
歯

南
都
留
郡
富
士

一
九
三
一
三
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
看
平
成
十
九
年
十
二

科
医
院

河
口
湖
町
富
士

五
一
九

護
（
み
な
し
）

月
一
日

ヶ
嶺
一
一
〇
九

番
地
五

緑
の
村
岡
山
歯

南
都
留
郡
富
士

一
九
三
一
三
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

科
医
院

河
口
湖
町
富
士

五
一
九

導
（
み
な
し
）

月
一
日

ヶ
嶺
一
一
〇
九

番
地
五

緑
の
村
岡
山
歯

南
都
留
郡
富
士

一
九
三
一
三
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
九
年
十
二

科
医
院

河
口
湖
町
富
士

五
一
九

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
一
日

ヶ
嶺
一
一
〇
九

し
）

番
地
五

緑
の
村
岡
山
歯

南
都
留
郡
富
士

一
九
三
一
三
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
九
年
十
二

科
医
院

河
口
湖
町
富
士

五
一
九

し
）

月
一
日

ヶ
嶺
一
一
〇
九

番
地
五

あ
お
ぞ
ら
薬
局

甲
府
市
国
母
一

一
九
四
〇
一
一
三

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
九
年
十
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
七
日

五
一



国
母
店

丁
目
二
二
番
二

三
三
三

養
管
理
指
導
（
み
月
三
日

四
号

な
し
）

あ
お
ぞ
ら
薬
局

甲
府
市
国
母
一

一
九
四
〇
一
一
三

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

国
母
店

丁
目
二
二
番
二

三
三
三

導
（
み
な
し
）

月
三
日

四
号

特
別
養
護
老
人

甲
州
市
勝
沼
町

一
九
七
二
二
〇
〇

介
護
老
人
福
祉
施
平
成
十
九
年
十
二

ホ
ー
ム
ヒ
ル
ズ

下
岩
崎
二
〇
九

〇
九
九

設

月
十
七
日

勝
沼

一
番
地

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
廃
止

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の

五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
二
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

番
　
　
　
号

訪
問
看
護
ス
テ

都
留
市
法
能
六

一
九
六
一
一
九
〇

訪
問
介
護

平
成
十
九
年
十
二

ー
シ
ョ
ン
み
よ

七
〇
番
地

〇
一
二

月
一
日

しあ
お
ぞ
ら
薬
局

甲
府
市
下
石
田

一
九
四
〇
一
一
三

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
九
年
十
二

国
母
店

二
丁
目
一
〇
番

二
一
八

養
管
理
指
導
（
み
月
三
日

三
号
丸
幸
ハ
イ

な
し
）

ツ
一
〇
三

あ
お
ぞ
ら
薬
局

甲
府
市
下
石
田

一
九
四
〇
一
一
三

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

国
母
店

二
丁
目
一
〇
番

二
一
八

導
（
み
な
し
）

月
三
日

三
号
丸
幸
ハ
イ

ツ
一
〇
三

居
宅
介
護
支
援

南
都
留
郡
富
士

一
九
七
一
三
〇
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
九
年
十
二

事
業
者
富
士
河

河
口
湖
町
船
津

三
一
二

月
六
日

口
湖
在
宅
介
護

一
七
〇
〇
番
地

支
援
セ
ン
タ
ー

ヤ
マ
グ
チ
薬
局

甲
府
市
徳
行
一

一
九
四
〇
一
一
三

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
九
年
十
二

甲
府
店

丁
目
七
番
三
一

二
七
五

養
管
理
指
導
（
み
月
九
日

号

な
し
）

ヤ
マ
グ
チ
薬
局

甲
府
市
徳
行
一

一
九
四
〇
一
一
三

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

甲
府
店

丁
目
七
番
三
一

二
七
五

導
（
み
な
し
）

月
九
日

号

ア
イ
デ
ィ
ー
ル

甲
府
市
大
里
町

一
九
七
〇
一
〇
一

介
護
予
防
特
定
施
平
成
十
九
年
十
二

ケ
ア
ホ
ー
ム
大

三
三
七
五
番
地

五
一
三

設
入
居
者
生
活
介
月
三
十
一
日

里

一
〇

護

ア
イ
デ
ィ
ー
ル

甲
府
市
大
里
町

一
九
七
〇
一
〇
一

特
定
施
設
入
居
者
平
成
十
九
年
十
二

ケ
ア
ホ
ー
ム
大

三
三
七
五
番
地

五
一
三

生
活
介
護

月
三
十
一
日

里

一
〇

大
和
歯
科
医
院

甲
州
市
大
和
町

一
九
三
二
二
〇
〇

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
九
年
十
二

初
鹿
野
一
六
七

一
五
五

養
管
理
指
導
（
み
月
三
十
一
日

八
番
地
一
八

な
し
）

大
和
歯
科
医
院

甲
州
市
大
和
町

一
九
三
二
二
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
リ
平
成
十
九
年
十
二

初
鹿
野
一
六
七

一
五
五

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
月
三
十
一
日

八
番
地
一
八

ン
（
み
な
し
）

大
和
歯
科
医
院

甲
州
市
大
和
町

一
九
三
二
二
〇
〇

介
護
予
防
訪
問
看
平
成
十
九
年
十
二

初
鹿
野
一
六
七

一
五
五

護
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

八
番
地
一
八

大
和
歯
科
医
院

甲
州
市
大
和
町

一
九
三
二
二
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

初
鹿
野
一
六
七

一
五
五

導
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

八
番
地
一
八

大
和
歯
科
医
院

甲
州
市
大
和
町

一
九
三
二
二
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
九
年
十
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
七
日

五
二



初
鹿
野
一
六
七

一
五
五

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
三
十
一
日

八
番
地
一
八

し
）

大
和
歯
科
医
院

甲
州
市
大
和
町

一
九
三
二
二
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
九
年
十
二

初
鹿
野
一
六
七

一
五
五

し
）

月
三
十
一
日

八
番
地
一
八

湯
村
歯
科
医
院

甲
府
市
湯
村
三

一
九
三
〇
一
〇
一

介
護
予
防
訪
問
リ
平
成
十
九
年
十
二

丁
目
一
番
一
号

八
三
五

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
月
三
十
一
日

ニ
ュ
ー
コ
ー
ポ

ン
（
み
な
し
）

湯
村
一
Ｆ

湯
村
歯
科
医
院

甲
府
市
湯
村
三

一
九
三
〇
一
〇
一

介
護
予
防
訪
問
看
平
成
十
九
年
十
二

丁
目
一
番
一
号

八
三
五

護
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

ニ
ュ
ー
コ
ー
ポ

湯
村
一
Ｆ

湯
村
歯
科
医
院

甲
府
市
湯
村
三

一
九
三
〇
一
〇
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
九
年
十
二

丁
目
一
番
一
号

八
三
五

導
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

ニ
ュ
ー
コ
ー
ポ

湯
村
一
Ｆ

湯
村
歯
科
医
院

甲
府
市
湯
村
三

一
九
三
〇
一
〇
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
九
年
十
二

丁
目
一
番
一
号

八
三
五

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
三
十
一
日

ニ
ュ
ー
コ
ー
ポ

し
）

湯
村
一
Ｆ

湯
村
歯
科
医
院

甲
府
市
湯
村
三

一
九
三
〇
一
〇
一

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
九
年
十
二

丁
目
一
番
一
号

八
三
五

し
）

月
三
十
一
日

ニ
ュ
ー
コ
ー
ポ

湯
村
一
Ｆ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
七
日

五
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
七
日

五
四


